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会議等速報 

令和５年６月３０日 

件 名 第２回手話言語等に係る条例制定検討委員会 作成課 
福祉部 

障害福祉課 

日  時 令和５年６月２８日（水）１４時００分～１５時３０分 

場  所 東別館１１０１会議室 

出 席 者 
委員１２名（１名代理出席、２名欠席） 

（学識経験者、関係団体代表者、関係機関代表者、公募委員） 

市出席者 事務局： 健康福祉局長、福祉部長、障害福祉課長 

会 次 第 

１ 会長あいさつ 

２ 議 事 

(1) 手話言語等に係る条例の素案について 

３ 報 告 

 (1) パブリックコメントの実施について 

４ その他 

主な意見等 

２(1) 手話言語等に係る条例の素案について 

・現在の協働や連携という場合には、潤滑油のような役割を持つ市民活動団体の手を

借りないと行政だけでは難しいため、市、市民、事業者だけでなく、市民活動団体

も入れて４者連携にしてほしい。 

  ・手話を「手指の動きや表情等により視覚的に表現する言語」と表しているが、鹿児

島市内には盲ろう者の方が１００名ほどいて、その中に触手話というコミュニケー

ション手段を使う方がいる。手話は視覚的だけでなく、触覚も含まれることになる

ので、「視覚的（盲ろう者においては触覚も含まれる）」という表現にした方が良い

のではないか。 

  ・第８条の施策の推進について、第２号に「障害の特性に応じた多様なコミュニケー

ション手段の普及」と規定があるが第３号、４号にも「多様な」を入れて欲しい。 

・第９条の委任について、「必要な事項は市長が別に定める」は変えられないか。熱

心な市長であれば良いが、熱心でない市長が当選した場合にも事務局は粛々とやる

ということで、「市及び市長が定める」としてほしい。 

・情報通信技術機器の中に括弧書きで電子データを追加してほしい。電子データであ

れば、点字化や音声化、拡大文字や白黒反転文字にすることも可能。 

  ・前文で、障害の特性に応じたコミュニケーション手段という表現のみで一括りにさ

れているので、できれば要約筆記とか触手話とか、音訳、点字等の選択ができると

いうような文言を入れていただきたい。 

   ・別途規定する形でも良いが、とにかく条例を定期的に見直すという姿勢を付則か条

文か分からないが、盛り込んでいただきたい。 

   ・確かに情報コミュニケーション条例は大事なこと。しかし、情報コミュニケーショ

ン条例は様々な障害の方々に合わせたコミュニケーション手段のことなので、手話

言語が加わると手話の存在が曖昧になる。ろう者は手話が言語であり、手話以外の

コミュニケーション手段は全て日本語である。そのため、手話言語と情報コミュニ

ケーションは分けて会議をして欲しい。 

 

３(1) パブリックコメントの実施について 

 ・パブコメの対象者について、施設等に入所または通所する方とあるが、ぜひ事業所

に資料の送付や案内をしていただけると、入所されている方や通所されている方々

も閲覧しやすい環境になるかと思う。 

 



 ４その他 

 ・この条例が、障害を持つ全ての方を対象にして作られたものであるということであ

れば、それが分かるような条例名を付けて欲しい。分かりやすい条例名だと、当事

者の方々も中身を見るきっかけになり、広く障害者に受けとめていただけるように

なると思う。 

 ・次回の会議では、広報の工夫について具体的なことを示してほしい。 

 

 


